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1. 定期点検結果の記入要領 

定期点検における点検調書の記入要領を以下に示す｡ 

なお、本要領の内容以上の基準を用いて評価を行いたい場合、必要に応じとりまとめ方法を変

更してもよい。 

 

1.1 点検調書（その 1）橋梁の諸元と総合検査結果 

本調書では、対象橋梁の諸元について橋梁に関するデータベースなどを活用し整理する。 

また定期点検の総合所見として、複数の部材の複数の損傷を総合的に判断するなど、橋梁

全体としての状態についての所見を、「総合検査結果」欄に記載する（400 字程度以内）。 

 

1.2 点検調書（その 2）径間別一般図 

本調書では、対象橋梁の一般図（平面図、側面図、断面図）などを径間毎に整理する。 

その記入方法は、以下のとおりとする。 

下記の項目以外については、橋梁に関するデータベースなどを活用すること。 

 「一般図」 ：橋梁全体の一般図（平面図、側面図、断面図） 

※ 補強等を反映させた現況の一般図とすること 

※ 現況の一般図が無い場合には、CAD を用いて新たに作成すること 

 

1.3 点検調書（その 3）現地状況写真 

本調書では、対象橋梁の全景、路面、路下等の現地状況写真などを径間毎に整理する。 

その記入方法は、以下のとおりとする。 

下記の項目以外については、橋梁に関するデータベースなどを活用すること。 

 「写真番号」 ：写真と対応した番号（１から順に記入。写真は横方向に順に貼付す

る。） 

 「径間番号」 ：写真に対応した径間番号 

 「写真説明」 ：撮影対象箇所（側面、路面、路下等） 

 「撮影年月日」 ：写真の撮影年月日 

 「メモ」 ：写真内容の補足説明 

※ 橋歴板、塗歴板、および損傷が確認されない場合でも桁下や支承、補修・補強等

の状況写真は必ず撮影する。 

 

なお、写真の撮影方法に関して、悪い例、良い例を次頁に示す。 
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悪い例 良い例 

  

側面全景 

長いのは分かるが径間数は分からない。 

側面全景 

径間数・桁下状況が分かりやすい。 

  

桁下全景 

暗く何も分からない。アングルも悪い。 

桁下全景 

上部工の構造が分かりやすい。 

 

1.4 点検調書（その 4）チェックシート 

本調書では、チェックシートによる判定結果について、損傷種類毎に、径間単位で記載す

る。 

「チェックシートによる判定」 ：判定は以下に基づき評価する。 

表 1.1 健全度ランク判定区分 

健全度 

ランク 
判定区分 備考 

１ 健全 損傷が認められない 

２ 対策不要 損傷が軽微で補修を行う必要がない 

３ 状況に応じ早めに対策 状況に応じて補修を行う必要がある 

４ 早急に補修補強 速やかに補修等を行う必要がある 

５ 緊急対応の必要 緊急対応の必要がある 
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 「損傷の規模」 以下を参考に記入する 

 無：損傷なし 

 小：着目部分の局所に損傷が生じている。 

 中：着目部分の全体の 1/2 程度で損傷が生じている。 

 大：着目部分の全体で損傷が生じている。 

 「検査結果」 ：橋梁における損傷現象は多様な形態で現れ、その原因も種々な

要因が複雑に関連している場合が多く見られる。例えば、コン

クリートの「塩害」（根本原因）により「ひびわれ」という損傷

が発生し、その「ひびわれ」を直接的な原因として「漏水・遊

離石灰」に、さらにひびわれからの漏水により「材料劣化」し

て「腐食」という損傷に発展するなどである。このように、損

傷の原因を明確に確定することはかなり難しいが、定期点検で

は、主部材の対策工法を検討するに際して必要な原因を確定若

しくは推定することを目的に、表 1.2 の 6 つの重大損傷原因（そ

の他を加えて 7 つ）を記載することとした。このため、原因は、

根本原因、直接的な原因を区分することなく、対策工法を検討

するために考慮するものを記載する。ただし、原因が推定もで

きない場合は、無理して記載することなく、「不明」とすること。 

 

表 1.2 損傷原因の種類 

鋼 コンクリート 備考 

①疲労 ①疲労 外力作用に起因 

 ②塩害 
環境に起因 

 ③凍害 

 ④アルカリ骨材反応 

材料劣化に起因  ⑤中性化 

⑥材料劣化  

⑦その他（ ） ⑦その他（ ）  
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なお、「⑦その他（ ）」を記載する場合には、分かる範囲で（ ）内に損傷原因名を記載

すること。この際、次に示す 11 項目に代表させたものが参考となる。 

 

【外的原因】 

ｱ）外力作用に起因 

・ 想定外の荷重 

・ 衝突 

・ 偏土庄・圧密沈下 

・ 洗掘・浸食 

・ 地震 

ｲ）環境に起因 

・ 乾燥収縮・温度応力 

・ 化学的腐食 

 【内的原因】 

ｳ）材料劣化に起因 

・ 品質の経年変化 

ｴ）製作・施工に起因 

・ 製作・施工不良 

・ 防水・排水工不良 

ｵ）設計・構造に起因 

・ 構造形式・形状不良 

 

 「損傷の規模による補正」 ：損傷の規模を考慮し健全度ランクを補正した場合、“有”

と記入する。なお、健全度ランク２以上で、損傷の規

模が「中」もしくは「大」である場合、健全度ランク

を 1 つ挙げることを基本とする。 

 

1.5 点検調書（その 5）損傷図 

本調書では、対象橋梁の部位・部材の損傷の種類・程度や箇所などを径間毎に整理する。 

その記入方法は、以下のとおりとする。 

下記の項目以外については、橋梁に関するデータベースなどを活用すること。 

 「損傷図」 ：径間別一般図に、部材名称、部材記号、損傷名、チェックシートに

よる判定区分番号、の順序で記入する（「部材名称」については「図

1.1~1.11」を参照）。 

また、各損傷箇所に対応した写真の番号（「点検調書（その６）損

傷写真」の写真番号）を記入する。 

なお、記入にあたっては、以下の凡例の内容を損傷図に添付し、参

考としても良い。 

損傷の種類 表  示 損傷の種類 表  示 

ひびわれ 
 

遊離石灰 

 

剥離 
 

漏水 
 

鉄筋露出 
 

その他 
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点検の結果は、単に損傷の大小という情報だけではなく、効率的な維持管理を行うための

基礎的な情報として様々な形で利用される。例えば、ひびわれ状況をもとにアルカリ骨材反

応を検討したり、亀裂の発生箇所周辺の損傷状況をもとに損傷原因を考察したりする場合に

は、損傷図が重要な情報源となる。 

したがって、損傷の程度を適切な方法で詳細に記録しなければならない。損傷状況を示す

情報のうち、定性的な評価基準を用いて損傷の程度を表せない情報については、本点検調書

上で、損傷図や文章等を用いて記録することとする。 

以下に、定性的な評価基準で損傷の程度を表せない情報に対する記録方法例を示す。 

 コンクリート部材におけるひびわれの状況のスケッチ 

（スケッチには、主要な寸法も併記する） 

 コンクリート部材におけるうき、剥離、変色等の変状箇所および範囲のスケッチ 

 鋼製部材の亀裂発生位置、進展の状況のスケッチ 

 鋼製部材の変形の位置や状況のスケッチ 

漏水箇所など変状の発生位置 

異常音や振動など写真では記録できない損傷の記述 
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1.6 点検調書（その 6）損傷写真 

本調書では、点検の結果、把握された代表的な損傷の写真などを径間毎に整理する。 

その記入方法は、以下のとおりとする。 

下記の項目以外については、橋梁に関するデータベースなどを活用すること。 

 「写真番号」 ：写真と対応した番号（１から順に記入：写真は横方向に順に貼付け

る） 

 「径間番号」 ：写真に対応した径間番号 

 「部材名」 ：主桁、床版などの部材名（「図 1.1~1.11」参照） 

 「損傷の種類」 ：損傷名 

 「損傷程度」 ：チェックシートによる判定（「付録－１」参照） 

 「撮影年月日」 ：写真の撮影年月日 

 「メモ」 ：写真内容の補足説明 

なお、貼付した写真には起点・終点の方向を記入する｡また、写真

撮影にあたっては、できるだけ黒板（下図参照)を入れて撮影する

こととし、さらにスケールが判るようなものを添えておくことが望

ましい｡ 

また、損傷の種類だけではなく、損傷の範囲（長さ、幅、深さ・厚

さ）と範囲の分かる写真を撮影する。そのため、写真には可能な限

り寸法の分かるもの（スタッフ、ロッド、コンベックス等）を入れ

て撮影する。 

１．写真番号 

２．橋梁名 

３．部材名 

４．損傷の種類および番号 

 

なお、写真の撮影方法に関して、悪い例、良い例を次頁に示す。 
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悪い例 良い例 

  

範囲が分からない。びわれ間隔が分かるのは

点検者のみ。 

撮影目的が明確である。ロッドが入っており、

損傷の範囲が分かる。 

  

腐食孔の向こう側に白い紙を当てていない。 

よく分からない。 

腐食孔の向こう側に白い紙を当てている。 

  

範囲が分からない。平面寸法は分かるが、深

さが不明。 

撮影目的が明確である。ロッドが入っており、

損傷の範囲が分かる。 

  

範囲が分からない。残存厚または減肉量が不

明。 

撮影目的が明確である。ノギスの寸法も見え

る。 
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1.7 点検調書（その 7）簡易な予防保全対象となる損傷写真 

本調書では、点検の結果、把握された支承付近の土砂堆積や排水ますの土砂詰まりといっ

た簡易な予防保全措置が可能な損傷を整理する。なお、点検時に携行する機器を用い、解消

された損傷は記録しなくてもよい。 

その記入方法は、以下のとおりとする。 

下記の項目以外については、橋梁に関するデータベースなどを活用すること。 

 「写真番号」 ：写真と対応した番号（１から順に記入：写真は横方向に順に貼付け

る） 

 「径間番号」 ：写真に対応した径間番号 

 「部材名」 ：主桁、床版などの部材名（「図 1.1~1.11」参照） 

 「損傷の種類」 ：損傷名 

 「損傷程度」 ：チェックシートによる判定（「付録－１」参照） 

 「撮影年月日」 ：写真の撮影年月日 

 「メモ」 ：写真内容の補足説明 

なお、貼付した写真には起点・終点の方向を記入する｡また、写真

撮影にあたっては、できるだけ黒板（下図参照）を入れて撮影する

こととし、さらにスケールが判るようなものを添えておくことが望

ましい｡ 

 

１．写真番号 

２．橋梁名 

３．部材名 

４．損傷の種類および番号 

 

1.8 国交省提出様式（道路橋点検記録表様式） 

「道路橋定期点検要領」（平成２６年６月 国土交通省道路局）を参照すること。 

（URL http://www.milt.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html に掲載されている） 

点検調書（その１）～（その７）とは、別のエクセルファイルで作成すること。 

本様式にて福島県道路メンテナンス会議に点検結果を報告し、メンテナンス年報として国土交

通省がとりまとめる。 
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・上部構造 

 

図 1.1 部材の名称（その１） 
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図 1.2 部材の名称（その２） 
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図 1.3 部材の名称（その３） 
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図 1.4 部材の名称（その４） 
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・ 下部構造 

 

図 1.5 部材の名称（その５） 
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・ 支承部 

 

 

図 1.6 部材の名称（その６） 
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図 1.7 部材の名称（その７） 
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・ 路上 

 

 

図 1.8 部材の名称（その８） 
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図 1.9 部材の名称（その９） 
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・ 排水施設 

 

図 1.10 部材の名称（その１０） 

 

 

・ 点検施設 

 

図 1.11 部材の名称（その１１） 
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1.主桁（Ｍｇ），縦桁（Ｓｔ）
橋軸方向

Ｍｇ01

Ｍｇ02

Ｍｇ03

Ｍｇ04

G1桁

G2桁

G3桁

G4桁

起点 終点

橋
軸
直
角
方
向

2.横桁（Ｃｒ），対傾溝（Ｃｆ）
端部と中間部に分ける

起点 終点

橋
軸
直
角
方
向

横桁　　　　　 Cr01　　　 Cr02(中間部は同一番号）　　Cr03
対傾溝　　　　Cf01　　　 Cf02（中間部は同一番号）　  Cf03

橋軸方向

3.横溝（Ll）

起点 終点

橋
軸
直
角
方
向

横桁　　　　　 Ll**01 　　　 Ll**02(中間部は同一番号）　　 Ll**03
対傾溝　　　　Cf**01　　　 Cf**02（中間部は同一番号）　　Cf**03

橋軸方向

Ll01**

Ll02**

Ll03**

 

 

図 1.12 部材番号例（その１） 
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4.床版（Ｄｓ）
橋軸方向

Ds02

Ds03

Ds04

Ds05

起点 終点

橋
軸
直
角
方
向

5.橋台(A)，橋脚(P)，基礎（Ｆｆ),伸縮装置（Ej）,落橋防止システム(Sf),支承（Bh,Bm,Bc）,袖擁壁(Ww)

起点 終点

橋
軸
直
角
方
向

**01

橋軸方向

6.高欄(Ra),防護柵(Gf),地覆(Fg),縁石(Cu),遮音壁(Si)排水施設(Dr,Dp),添架物(Ut)

起点 終点

橋
軸
直
角
方
向

橋軸方向

Ds01

**02

**01

**02
 

 

図 1.13 部材番号例（その２） 
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2. 定期点検調書の記入様式 

(1) 点検調書（その 1）橋梁の諸元と総合検査結果 

 

本調書作成における留意事項等 

 「総合検査結果」については以下に留意して記入する（400 字程度以内）。 

1）「点検調書（その 4）チェックシート」で、点検項目毎に記述された所見をとりまとめ、総合的評価を述べる。 

2）竣工後経過年数を記述。 

 例）本橋は、竣工後○○年が経過しており... 

3）判定の総括、対策の総括を記入 

 例 1）「損傷が認められないか、軽微で補修を行う必要がない」程度の損傷が橋梁全体に発生している。 

 例 2）耐力向上を含めた抜本的な補強を検討する必要がある。 

4）維持管理に関わる現場での特記事項、注意点があれば記入 

 例）山間部に架かる橋梁のため、凍結防止剤の使用により塩害が懸念される。 

5）詳細調査を行う場合には、可能な範囲で、具体的な調査方法等について記述する。 

6）対策案を提案する。なお、健全度ランク３程度の損傷であっても予防保全の観点から補修案の提案を行う。 

本調書作成における留意事項等 

 補修履歴情報の追加 

本調書作成における留意事項等 

 支承タイプ、伸縮装置タイプ（排水

型・非排水型）、防護柵高さ、防水層

の有無、耐候性鋼材の使用の追加 

本調書作成における留意事項等 

 工事や次回点検発注時の省力

化を目的に、点検方法（梯子・

船・点検車）や昼間／夜間、

関係機関協議の記入欄を追加 
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(2) 点検調書（その 2）径間別一般図 

 

本調書作成における留意事項等 

 原則、文字の読めるものとする。 

 方向（至○○）、支点条件（F,M 等）が記入されていることが望ましい。 

 損傷図の基になるため、CAD で作成することが望ましい。 

（前回点検結果の成果を有効活用する） 
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(3) 点検調書（その 3）現地状況写真 

  

 

本調書作成における留意事項等 

 推奨する撮影アングルについて、上流側、下流側、左

岸側、右岸側（河川の場合）の 4 枚は必須とする。 

 また、橋梁の全体が確認できる距離で撮影とする。 
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(4) 点検調書（その 4）チェックシート 

 

本調書作成における留意事項等 

 損傷の規模による補正について、損傷の規模を考慮し健全度ランクを補正

した場合、“有”と記入する。なお、健全度ランク２以上で、損傷の規模

が「中」もしくは「大」である場合、健全度ランクを 1 つ挙げることを基

本とする。 

本調書作成における留意事項等 

 概算数量算出に役立つ調書様式とするため、損傷の規模を追加した。 
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本調書作成における留意事項等 

 損傷の規模による補正について、損傷の規模を考慮し健全度ランクを補正した場合、

“有”と記入する。なお、健全度ランク２以上で、損傷の規模が「中」もしくは「大」

である場合、健全度ランクを 1 つ挙げることを基本とする。 

本調書作成における留意事項等 

 概算数量算出に役立つ調書様式とするため、損傷の規模を追加した。 
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本調書作成における留意事項等 

 損傷の規模による補正について、損傷の規模を考慮し健全度ランクを補正した場合、

“有”と記入する。なお、健全度ランク２以上で、損傷の規模が「中」もしくは「大」

である場合、健全度ランクを 1 つ挙げることを基本とする。 

本調書作成における留意事項等 

 概算数量算出に役立つ調書様式とするため、損傷の規模を追加した。 
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本調書作成における留意事項等 

 損傷の規模による補正について、損傷の規模を考慮し健全度ランクを補正した場合、

“有”と記入する。なお、健全度ランク２以上で、損傷の規模が「中」もしくは「大」

である場合、健全度ランクを 1 つ挙げることを基本とする。 

本調書作成における留意事項等 

 概算数量算出に役立つ調書様式とするため、損傷の規模を追加した。 

本調書作成における留意事項等 

 その他の特記すべき損傷がある場合は「その他コメント」欄に記述する。 
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(5) 点検調書（その 5）損傷図 

  

本調書作成における留意事項等 

 点検調書内の損傷図について損傷進行程度を把握できるよう前回点検か

らの違いを判りやすくカラー化する。 

（前回より進行：赤,新規損傷：青,補修済み：緑） 

本調書作成における留意事項等 

 上部工に損傷が多い場合には、例えば、桁・床版

で損傷図を分けるなど、見やすくする工夫をする。 
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(6) 点検調書（その 6）損傷写真 

 

本調書作成における留意事項等 

 写真が示す損傷状況をコメント欄に記す。 

本調書作成における留意事項等 

 目的にあった効果的な写真を撮影する。 

 橋歴板、塗歴板、および損傷が確認されない場合でも桁下や支承、補修・補強状況の状況写真は必ず撮影する。 

本調書作成における留意事項等 

 可能な限り前回点検写真と同一の角度画角での撮影を行う。 
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(7) 点検調書（その 7）簡易な予防保全対象となる損傷写真 

 

本調書作成における留意事項等 

 写真が示す損傷状況をコメント欄に記す。 

本調書作成における留意事項等 

 簡易な予防保全措置の対象となる損傷写真を追加する。 

 現場にて措置ができなかったものを対象とする。 
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　【判定区分： 【判定区分：

【判定区分： 　【判定区分：

状況写真（損傷状況）
様式（その２）

○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。
】 】

】 】

緯度

経度

路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

点検者

判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

措置及び判定
実施年月日

上部構造 主桁

横桁

床版

（判定区分） （所見等）

架設年次 橋長 幅員

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

部材単位の診断（各部材毎に最悪値を記入） （株）東コンサルタント 点検責任者 鷹巣 佳大

管理者名 自専道or一般道点検実施年月日

別紙３　点検表記録様式 様式１（その１）

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名 所在地 起点側路線名

点検時に記録 措置後に記録

部材名
備考（写真番号、
位置等が分かる

ように記載）

措置後の
判定区分

変状の種類
変状の種類

（Ⅱ以上の場合
に記載）

下部構造

支承部

その他

全景写真（起点側、終点側を記載すること）

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）
点検時に記録 措置後に記録

（再判定区分） （再判定実施年月日）

(8) 国交省提出様式（道路橋点検記録表様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１枚目 
２枚目以降  

本調書作成における留意事項等 

・「道路橋定期点検要領」（平成２６年６月 国土交通省道路局）を参照 

・URL;http://www.milt.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html に掲載 

・点検調書（その１）～（その７）とは、別のエクセルファイルで作成する 
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